
あり 3 5% 作成しない 40 63% 〇

なし 57 90% 〇 作成する 21 33%

検討中・未回答 3 5% 未回答 2 3%

当面行わない 60 95% 〇 30日以内 23 37%

行う 1 2% 14日以内 35 56% 〇

未回答 2 3% 10日以内 1 2%

7日以内 1 2%

検討中・未回答 3 5%

規定しない 60 95% 〇

検討中・未回答 3 5%

継続 35 58% 〇

廃止 19 32%

1,000人以上のみ 47 75% 〇 個のみ廃止 4 7%

1,000人未満も対象 13 21% その他 3 5%

未回答 3 5% 未回答 2 3%

個人情報保護法改正に伴う対応に関する調査回答の集計結果 （県内６３市町村）

手数料 個人情報取扱事務登録簿

行政機関等匿名加工情報 開示決定までの日数

条例要配慮個人情報

審議会

個人情報ファイル簿
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個人情報保護法改正に伴う対応に関する調査回答一覧

市町村名 手数料
行政機関等匿名

加工情報
条例要配慮
個人情報

個人情報
ファイル簿

個人情報取扱事
務登録簿

開示決定
までの日数

審議会 現行の審議会からの移行方針

開示等請求に
おける不開示
情報の定めに

ついて

1 さいたま市 なし 行う 規定しない 1,000人以上のみ
（保護法の規定どおり）

作成しない 14日以内 継続 委員の人選、委員の人数を見直すとのこと。 定めない

2 川越市 なし 当面行わない 規定しない 1,000人以上のみ
（保護法の規定どおり）

作成しない 30日以内 廃止
現行の個人情報保護審議会を廃止し、現行の情報公開審査会の審議機能と統合し、情
報公開・個人情報保護審議会を新たに設置する。 定めない

3 熊谷市 なし 当面行わない 規定しない 1,000人以上のみ
（保護法の規定どおり）

作成しない 14日以内 継続 現行の熊谷市情報公開・個人情報保護審議会条例の改正により対応する予定。 定めない

4 川口市 なし 当面行わない 規定しない 1,000人以上のみ
（保護法の規定どおり）

作成しない 30日以内 継続 現行の情報公開・個人情報保護運営審議会を残す。（定員15名から10名に変更） 定めない

5 行田市 なし 当面行わない 規定しない 1,000人以上のみ
（保護法の規定どおり）

作成する 14日以内 継続 情報公開・個人情報保護運営審議会を設置するが、委員は、諮問に応じて、市民や学
識経験を有する者の中から都度委嘱する。 定めない

6 秩父市 なし 当面行わない 規定しない 1,000人以上のみ
（保護法の規定どおり）

作成する 30日以内 廃止 現行の情報公開・個人情報保護審査会を審議会に位置づけ、諮問先とする方向で検
討。 定めない

7 所沢市 なし 当面行わない 規定しない 1,000人以上のみ
（保護法の規定どおり）

作成しない 30日以内 継続
現行の情報公開・個人情報保護審議会は存置し、同審議会は個人情報保護制度等の運
営に関する重要事項、番号法に基づく特定個人保護評価（全項目評価書）の第三者点
検等について審議する。

定めない

8 飯能市 なし 当面行わない 規定しない 1,000人以上のみ
（保護法の規定どおり）

作成しない 14日以内 廃止 現行の情報公開及び個人情報保護審議会を廃止し、情報公開及び個人情報保護審査会
に審議会の持っていた情報公開に係る機能と審議会の機能を規定する。 定めない

9 加須市 なし 当面行わない 規定しない 1,000人以上のみ
（保護法の規定どおり）

作成しない 14日以内 廃止 既存の加須市情報公開・個人情報保護運営審議会を廃止し、加須市情報公開・個人情
報保護審査会に統合する。 定めない

10 本庄市 あり 当面行わない 規定しない 1,000人未満も対象
（条例で規定）

作成しない 30日以内 廃止 定めない

11 東松山市 なし 当面行わない 規定しない 1,000人以上のみ
（保護法の規定どおり）

作成する 14日以内 継続 法第129条の規定により意見を聴く事項を、現行の情報公開・個人情報保護審議会の所
掌事務とする。 定めない

12 春日部市 なし 当面行わない 規定しない 1,000人以上のみ
（保護法の規定どおり）

作成する 14日以内 継続 現行の情報公開・個人情報保護審議会については、改正後も引き続き設置する。 定めない

13 狭山市 検討中・未回答 未回答
検討中・未
回答

未回答 未回答
検討中・未
回答

未回答 未回答 未回答

14 羽生市 なし 当面行わない 規定しない 1,000人以上のみ
（保護法の規定どおり）

作成する 14日以内 継続 現行の情報公開・個人情報保護審議会を移行する。
条例改正等に係る場合の諮問機関として移行する方向で検討。 定めない

15 鴻巣市 なし 当面行わない 規定しない 1,000人以上のみ
（保護法の規定どおり）

作成しない 14日以内 廃止 現行の情報公開・個人情報保護審議会は廃止し、法第129条に基づく個人情報保護審査
会の所掌事務とする方向で検討。 定めない

16 深谷市 なし 当面行わない 規定しない 1,000人以上のみ
（保護法の規定どおり）

作成しない 14日以内 廃止 検討中 定めない

17 上尾市 なし 当面行わない 規定しない 1,000人以上のみ
（保護法の規定どおり）

作成しない 14日以内 継続 定めない

18 草加市 なし 当面行わない 規定しない 1,000人以上のみ
（保護法の規定どおり）

作成する 14日以内 継続 現行の審議会に対し、個別具体的な個人情報の取扱いに関する諮問は出来なくなりま
すが、運用は変わらないと考えています。 定めない

19 越谷市 なし 当面行わない 規定しない 1,000人未満も対象
（条例で規定）

作成しない 30日以内 継続 現行の情報公開・個人情報保護審議会を存置する。 定めない

20 蕨市 なし 当面行わない 規定しない 1,000人以上のみ
（保護法の規定どおり）

作成しない 10日以内 個のみ廃止 現行の情報公開・個人情報保護審議会を情報公開審議会に変更する。 定めない

21 戸田市 なし 当面行わない 規定しない 1,000人以上のみ
（保護法の規定どおり）

作成しない 30日以内 継続 引き続き、「戸田市情報公開・個人情報保護運営審議会」を設置する。 定めない

22 入間市 なし 当面行わない 規定しない 1,000人以上のみ
（保護法の規定どおり）

作成しない 30日以内 継続 定めない
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23 朝霞市 なし 当面行わない 規定しない 1,000人以上のみ
（保護法の規定どおり）

作成しない 14日以内 継続 定めない

24 志木市 なし 当面行わない 規定しない 1,000人以上のみ
（保護法の規定どおり）

作成する 14日以内 継続 情報公開・個人情報保護審議会を設置する。 定めない

25 和光市 なし 当面行わない 規定しない 1,000人未満も対象
（条例で規定）

作成しない
検討中・未
回答

継続 現在、審議会で検討中。 定めない

26 新座市 なし 当面行わない 規定しない 1,000人未満も対象
（条例で規定）

作成しない 14日以内 継続 現行の情報公開・個人情報保護審議会を残す。情報公開制度の諮問とのバランスを考
慮し、委員構成も現行どおり。 定めない

27 桶川市 なし 当面行わない 規定しない 1,000人以上のみ
（保護法の規定どおり）

作成しない 14日以内 廃止 現行の情報公開・個人情報保護審議会は廃止し、法第129条に基づく行政不服及び情報
公開・個人情報保護審査会の所掌事務とする方向で検討。 定めない

28 久喜市 なし 当面行わない 規定しない 1,000人以上のみ
（保護法の規定どおり）

作成する 14日以内 継続 現行の情報公開・個人情報保護運営審議会及び情報公開・個人情報保護審査会ともに
継続する。 定めない

29 北本市 なし 当面行わない 規定しない 1,000人以上のみ
（保護法の規定どおり）

作成しない 7日以内 廃止 定めない

30 八潮市 なし 当面行わない 規定しない 1,000人未満も対象
（条例で規定）

作成しない 14日以内 継続
現行条例では「八潮市情報公開・個人情報保護制度運営審議会」を常設しているが、
今後は、法律に規定する事項について意見を聴く必要がある場合に限り、随時設置す
る方針である。

定めない

31 富士見市 なし 当面行わない 規定しない 1,000人未満も対象
（条例で規定）

作成しない 14日以内 継続 要件とはしないが、重要事項について意見を聴く運用を引き続き行う予定。 定めない

32 三郷市 なし 当面行わない 規定しない 1,000人以上のみ
（保護法の規定どおり）

作成する 30日以内 継続 現行の本市個人情報保護審議会を委員の任期や不定期開催とする等の会の運営面を整
備し、諮問内容を個人情報に係る条例改正の際などに限定する方向で検討している。 定めない

33 蓮田市 検討中・未回答 当面行わない 規定しない 1,000人以上のみ
（保護法の規定どおり）

作成しない 30日以内 廃止
現行の情報公開・個人情報保護制度審議会を廃止し、個人情報の適正な取扱いを確保
するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要である場合には、情報公
開・個人情報保護審査会に諮問する。

定めない

34 坂戸市 なし 当面行わない 規定しない 1,000人以上のみ
（保護法の規定どおり）

作成する 14日以内 継続 現行の情報公開・個人情報保護審議会をそのまま継続する。 定めない

35 幸手市 なし 当面行わない 規定しない 1,000人以上のみ
（保護法の規定どおり）

作成する 30日以内 継続 定めない

36 鶴ヶ島市 なし 当面行わない 規定しない 1,000人以上のみ
（保護法の規定どおり）

作成しない 30日以内 廃止 定めない

37 日高市 なし 当面行わない 規定しない 未回答 作成しない 14日以内 その他 現行では審査会のみ設置しており、当該審査会に審議会機能を持たせている。 定めない

38 吉川市 なし 当面行わない 規定しない 1,000人以上のみ
（保護法の規定どおり）

作成する 14日以内 その他 現行では審査会のみ設置しており、当該審査会に審議会機能を持たせている。 定めない

39 ふじみ野市 なし 当面行わない 規定しない 1,000人未満も対象
（条例で規定）

作成する 14日以内 継続 既存のまま存続させ、当分の間、諸々の観点から様子を見る予定。 定めない

40 白岡市 なし 当面行わない 規定しない 1,000人以上のみ
（保護法の規定どおり）

作成しない 14日以内 個のみ廃止 現行の情報公開・個人情報保護審議会を情報公開審議会とし、個人情報保護審議会は
廃止し、法第129条に基づく個人情報保護審査会の所掌事務とする方向で検討。 定めない

41 伊奈町 なし 当面行わない 規定しない 1,000人以上のみ
（保護法の規定どおり）

作成する 14日以内 その他 現行では審査会のみ設置しており、当該審査会に審議会機能を持たせている。 定めない

42 三芳町 なし 当面行わない 規定しない 1,000人以上のみ
（保護法の規定どおり）

作成しない 14日以内 継続 定めない

43 毛呂山町 なし 当面行わない 規定しない 1,000人以上のみ
（保護法の規定どおり）

作成しない 14日以内 継続 現行の諮問機関として情報公開・個人情報保護審議会を維持する。 定めない

44 越生町 なし 当面行わない 規定しない 1,000人以上のみ
（保護法の規定どおり）

作成する 14日以内 継続 定めない
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45 滑川町 あり 当面行わない 規定しない 1,000人未満も対象
（条例で規定）

作成する 30日以内 個のみ廃止
現行の情報公開・個人情報保護審議会を情報公開審議会とし、個人情報保護審議会は
廃止し、法第129条に基づく個人情報保護審査会の所掌事務とする方向で検討。 定めない

46 嵐山町 なし 当面行わない 規定しない 1,000人以上のみ
（保護法の規定どおり）

作成しない 14日以内 廃止 定めない

47 小川町 なし 当面行わない 規定しない 1,000人未満も対象
（条例で規定）

作成する 14日以内 継続 現行の情報公開・個人情報保護審議会ともに残す。 定めない

48 川島町 なし 当面行わない 規定しない 1,000人以上のみ
（保護法の規定どおり）

作成する 14日以内 廃止 定めない

49 吉見町 なし 当面行わない
検討中・未
回答

1,000人未満も対象
（条例で規定）

作成しない 14日以内 継続 定めない

50 鳩山町 なし 当面行わない 規定しない 1,000人未満も対象
（条例で規定）

作成しない 30日以内 廃止 審査会と合併する方向で検討 定めない

51 ときがわ町 あり 当面行わない 規定しない 1,000人以上のみ
（保護法の規定どおり）

作成しない 30日以内 継続 定めない

52 横瀬町 なし 当面行わない 規定しない 1,000人以上のみ
（保護法の規定どおり）

作成する 30日以内 継続 定めない

53 皆野町 なし 当面行わない 規定しない 1,000人以上のみ
（保護法の規定どおり）

作成しない 14日以内 廃止 定めない

54 長瀞町 なし 当面行わない 規定しない 1,000人未満も対象
（条例で規定）

作成する 30日以内 継続 既存の審議会等を残したまま、既存の審議会等に諮問する。 定めない

55 小鹿野町 なし 当面行わない 規定しない 1,000人以上のみ
（保護法の規定どおり）

作成しない 14日以内 継続 現在設置している情報公開・個人情報保護審議会をそのまま継続して残す方向で検討
している。 定めない

56 東秩父村 検討中・未回答 未回答
検討中・未
回答

未回答 未回答
検討中・未
回答

未回答 未回答 未回答

57 美里町 なし 当面行わない 規定しない 1,000人以上のみ
（保護法の規定どおり）

作成しない 30日以内 個のみ廃止 現行の情報公開・個人情報保護審議会を情報公開審議会のみ残し、個人情報保護審議
会は廃止する。諮問機関は審査会とする。 定めない

58 神川町 なし 当面行わない 規定しない 1,000人以上のみ
（保護法の規定どおり）

作成する 30日以内 廃止
現行の神川町情報公開・個人情報保護審議会を廃止し、個人情報保護制度の運用に関
する諮問及び情報公開制度に関する諮問は、神川町情報公開・個人情報保護審査会に
対して行う。

定めない

59 上里町 なし 当面行わない 規定しない 1,000人以上のみ
（保護法の規定どおり）

作成しない 30日以内 廃止 定めない

60 寄居町 なし 当面行わない 規定しない 1,000人以上のみ
（保護法の規定どおり）

作成しない 30日以内 廃止 現行の審議会は廃止し、現行の情報公開・個人情報保護審査会の機能を行政不服審査
会へ統合する。 定めない

61 宮代町 なし 当面行わない 規定しない 1,000人以上のみ
（保護法の規定どおり）

作成しない 14日以内 継続 定めない

62 杉戸町 なし 当面行わない 規定しない 1,000人以上のみ
（保護法の規定どおり）

作成しない 30日以内 継続 現行の情報公開・個人情報保護審議会を存続させる。 定めない

63 松伏町 なし 当面行わない 規定しない 1,000人未満も対象
（条例で規定）

作成しない 30日以内 廃止 現行は審議会未設置だが、令和５年４月より現行の情報公開・個人情報保護審査会の
所掌事務とする方向で検討。 定めない
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